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平成１８年（行ケ）第１０３６９号 審決取消請求事件

平成２０年２月７日判決言渡，平成１９年１０月２２日弁論終結

判 決

原 告 パルシステム株式会社

訴訟代理人弁護士 矢花公平

同弁理士 平木祐輔，関谷三男，渡辺敏章，大塩剛

被 告 株式会社測研

訴訟代理人弁護士 小池豊

同弁理士 平山俊夫，飯田房雄

主 文

特許庁が無効２００５－８０２７０号事件について平成１８年７月３日にした審

決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第１ 当事者の求めた裁判

１ 原告

主文と同旨。

２ 被告

（本案前の申立て）

原告の訴えを却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

（本案の申立て）

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

第２ 前提となる事実
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１ 特許庁における手続の経緯

本件は，原告が特許権者である被告を相手方（被請求人）として特許無効審判の

申立てをしたが，請求不成立の審決を受けたので，その審決の取消しを求めている

事案である。

被告は，発明の名称を「車間距離保持不足違反の違反証拠作成システムとその車

間距離の測定方法」とする特許第３４３７１０１号（平成１０年９月１８日出願，

出願番号特願平１０－２８３５２７号，平成１５年６月６日設定登録。以下，その

特許出願を「本件出願」といい，その請求項１～９の発明を「本件特許発明１」～

「本件特許発明９」といい，これらを「本件特許発明」という。）の特許権を有す

る者である。

原告は，平成１７年９月８日，特許庁に対し，本件特許を無効とすることを求め

て審判の請求をし，特許庁は上記請求を無効２００５－８０２７０号事件として審

理した上，平成１８年７月３日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

をし，その謄本は平成１８年７月１３日に原告に送達された。

２ 本件特許発明１～９に係る特許請求の範囲の記載

【請求項１】 レーザー光線を用いて照射ポイントまでの距離を計測する一方向又

は同時二方向の距離測定機(１)と，その計測場所の経緯度を測定するＧＰＳ経緯度

測定機(２)と，その測定時の時刻を特定する時計(３)と，違反車の速度を計測する

速度計(４)と，関係車両の車両登録番号を入力する番号入力装置(５)と，前記距離

測定機(１)，ＧＰＳ経緯度測定機(２)，時計(３)，速度計(４)及び番号入力装置

(５)から得られた電子情報をプログラム処理するコンピュータ(６)と，そのコンピ

ュータ(６)で情報処理されたデータをプログラムされた所定様式の違反キップ(Ｋ)

に出力するプリンタ(７)とが電子的に接続されて成る違反証拠作成装置(Ｓ)を，取

締りパトロールカー(Ａ)に搭載し，同一車線を走る前走車(Ｃ)と車間距離保持不足

違反の追走車(Ｂ)と，それらとは別車線を走る前記パトロールカー(Ａ)との位置関
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係に基づき，前記違反証拠作成装置(Ｓ)によって前記前走車(Ｃ)のレーザー照射ポ

イント(Ｘ)から前記追走車(Ｂ)のレーザー照射ポイント(Ｙ)までの車間距離(Ｌ)を，

前記パトロールカー(Ａ)に搭載した距離測定機(１)によってそのレーザー照射位置

(Ｚ)を中心に計測した距離データを基に前記レーザー照射ポイント(Ｘ)(Ｙ)(Ｚ)を

三角形の三点とする三角測量法から算出し，前記距離測定機(１)による計測と同時

的に連動して前記違反証拠作成装置(Ｓ)により得られた車間距離(Ｌ)データ，経緯

度位置データ，時刻データ及び速度データをコンピュータ(６)に取り込むとともに

それらの計測データとは別に人為的に入力した車両登録番号データを前記コンピュ

ータ(６)で情報処理して前記プリンタ(７)から前記違反キップ(Ｋ)に出力できるよ

うにしたことを特徴とする車間距離保持不足違反の違反証拠作成システム。

【請求項２】 レーザー光線を用いて照射ポイントまでの距離を計測する距離計測

機構(１５)とそのレーザー照射ポイントをマーキングした写真に撮影するＣＣＤカ

メラ機構(１６)とを備えた一方向又は同時二方向の距離測定機(１)と，その計測場

所の経緯度を測定するＧＰＳ経緯度測定機(２)と，その測定時の時刻を特定する時

計(３)と，違反車の速度を計測する速度計(４)と，関係車両の車両登録番号を入力

する番号入力装置(５)と，前記距離測定機(１)，ＧＰＳ経緯度測定機(２)，時計

(３)，速度計(４)及び番号入力装置(５)から得られた電子情報をプログラム処理す

るコンピュータ(６)と，そのコンピュータ(６)で情報処理されたデータをプログラ

ムされた所定様式の違反キップ(Ｋ)に出力するプリンタ(７)とが電子的に接続され

て成る違反証拠作成装置(Ｓ)を，取締りパトロールカー(Ａ)に搭載し，同一車線を

走る前走車(Ｃ)と車間距離保持不足違反の追走車(Ｂ)と，それらとは別車線を走る

前記パトロールカー(Ａ)との位置関係に基づき，前記違反証拠作成装置(Ｓ)によっ

て前記前走車(Ｃ)のレーザー照射ポイント(Ｘ)から前記追走車(Ｂ)のレーザー照射

ポイント(Ｙ)までの車間距離(Ｌ)を，前記パトロールカー(Ａ)に搭載した距離測定

機(１)によってそのレーザー照射位置(Ｚ)を中心に計測した距離データを基に前記

レーザー照射ポイント(Ｘ)(Ｙ)(Ｚ)を三角形の三点とする三角測量法から算出し，
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前記距離測定機(１)による計測と同時的に連動して前記違反証拠作成装置(Ｓ)によ

り得られた車間距離(Ｌ)データ，ＣＣＤカメラ画像データ，経緯度位置データ，時

刻データ及び速度データをコンピュータ(６)に取り込むとともにそれらの計測デー

タ及び画像データとは別に人為的に入力した車両登録番号データを前記コンピュー

タ(６)で情報処理してその処理された文字及び画像を前記プリンタ(７)から前記違

反キップ(Ｋ)に出力できるようにしたことを特徴とする車間距離保持不足違反の違

反証拠作成システム。

【請求項３】 同時二方向の距離測定機(１)に，その二方向間を計測する角度計

(９)又は二方向を計測する方位計(１０)を付設するとともに得られた角度データ又

は方位データをそれらに接続されたコンピュータ(６)に取り込めるようにし，前記

角度計(９)又は前記方位計(１０)によって前記距離測定機(１)のレーザー照射位置

(Ｚ)を中心とする追走車(Ｂ)と前走車(Ｃ)との間の角度データが得られ，その得ら

れた角度データから車間距離(Ｌ)の算出ができるようにしたことを特徴とする請求

項１又は２記載の車間距離保持不足違反の違反証拠作成システム。

【請求項４】 違反証拠作成装置(Ｓ)に，距離測定機(１)のレーザー照射位置(Ｚ)

を中心に，パトロールカー(Ａ)の進行方向に対して真横に向けて２～５ｍ範囲に感

応する赤外線を照射し，その赤外線の反射で車体の存在を感知する赤外線センサー

(１７)を設け，パトロールカー(Ａ)と並走する追走車(Ｂ)又は前走車(Ｃ)の車体が

赤外線を反射した瞬間又は反射状態が解消した瞬間に前記違反証拠作成装置(Ｓ)の

スイッチが自動的に入るようにするか又はパトロールカー(Ａ)と並走する車が赤外

線を反射している状態の時にのみ前記違反証拠作成装置(Ｓ)の手動スイッチが作動

できるようにしたことを特徴とする請求項１又は２記載の車間距離保持不足違反の

違反証拠作成システム。

【請求項５】 違反証拠作成装置(Ｓ)に，車間距離(Ｌ)の測定の瞬間に，前走車

(Ｃ)と追走車(Ｂ)を含む全体の位置関係をパノラマ撮影できるＣＣＤカメラ(８)を

備え，得られたカメラ画像データを前記ＣＣＤカメラ(８)に接続されたコンピュー
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タ(６)に取り込めるようにし，前記違反キップ(Ｋ)にそのカメラ画像の表示スペー

スを設けてその違反キップ(Ｋ)にＣＣＤカメラ画像をプリンタ(７)でプリントアウ

トできるようにしたことを特徴とする請求項１乃至４のうちいずれか一項記載の車

間距離保持不足違反の違反証拠作成システム。

【請求項６】 作成された違反キップ(Ｋ)のデータに基づく車両登録番号で管理さ

れる交通違反の管理データをコンピュータ(６)で作成し，その管理データを現場の

前記コンピュータ(６)を含むサブコンピュータシステム(１１)と本部のメインコン

ピュータシステム(１２)とを携帯電話回線(１３)及び／又は自動車電話回線(１４)

を介して遣り取り可能とする請求項１乃至５のうちいずれか一項記載の車間距離保

持不足違反の違反証拠作成システム。

【請求項７】 同一車線を走る前走車(Ｃ)と車間距離不足違反の追走車(Ｂ)と，そ

れらとは別車線を走るパトロールカー(Ａ)との位置関係に基づき，前記パトロール

カー(Ａ)の距離測定機(１)のレーザー照射位置(Ｚ)を中心にしてそのレーザー照射

位置(Ｚ)から前記追走車(Ｂ)のレーザー照射ポイント(Ｙ)までの距離(Ｍ)と，レー

ザー照射位置(Ｚ)から前記前走車(Ｃ)のレーザー照射ポイント(Ｘ)までの距離(Ｎ)

とを同時二方向の距離測定機(１)により計測し，また前記距離測定機(１)の照射位

置(Ｚ)を中心とする前記追走車(Ｂ)と前記前走車( )との角度(θ)を，角度計(９)C

又は方位計(１０)により計測して，前記距離(Ｍ)，(Ｎ)と前記角度(θ)とから三角

形を成す三点(Ｘ)(Ｙ)(Ｚ)の三角測量法により前記前走車(Ｃ)のレーザー照射ポイ

ント(Ｘ)から前記追走車(Ｂ)のレーザー照射ポイント(Ｙ)までの車間距離(Ｌ)を算

出することを特徴とする請求項３記載の車間距離保持不足違反の違反証拠作成シス

テムによる車間距離の測定方法。

【請求項８】 同一車線を走る前走車(Ｃ)と車間距離不足違反の追走車(Ｂ)と，そ

れらとは別車線を走る取締りパトロールカー(Ａ)との位置関係に基づき，前記パト

ロールカー(Ａ)を前記追走車(Ｂ)又は前記前走車(Ｃ)の側方に並走状態に運転操作

し，距離測定機(１)のレーザー照射位置(Ｚ)を中心に，赤外線センサー(１７)によ
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りパトロールカー(Ａ)と並走する追走車(Ｂ)又は前走車(Ｃ)の車体が赤外線を反射

した瞬間又は反射状態が解消した瞬間に前記違反証拠作成装置(Ｓ)のスイッチが自

動的に入るようにするか又はパトロールカー(Ａ)と並走する追走車(Ｂ)又は前走車

(Ｃ)の車体が赤外線を反射している状態の時にのみ前記違反証拠作成装置(Ｓ)の手

動スイッチが作動できるようにし，前記距離測定機(１)のレーザー照射位置(Ｚ)か

ら前記追走車(Ｂ)のレーザー照射ポイント(Ｙ)までの距離(Ｍ)と，前記レーザー照

射位置(Ｚ)から前記前走車(Ｃ)のレーザー照射ポイント(Ｘ)までの距離(Ｎ)とを同

時二方向の距離測定機(１)により計測し，距離測定機(１)のレーザー照射位置(Ｚ)

と前記追走車(Ｂ)のレーザー照射ポイント(Ｙ)と前記前走車(Ｃ)のレーザー照射ポ

イント(Ｘ)の三角形を成す三点(Ｘ)(Ｙ)(Ｚ)間の直角となるパトロールカー(Ａ)と

並走する車側の内角と，得られた各距離(Ｍ)，(Ｎ)とから三角測量法により前記前

走車(Ｃ)のレーザー照射ポイント(Ｘ)から前記追走車(Ｂ)のレーザー照射ポイント

(Ｙ)までの車間距離(Ｌ)を算出することを特徴とする請求項４記載の車間距離保持

不足違反の違反証拠作成システムによる車間距離の測定方法。

【請求項９】 同一車線を走る前走車(Ｃ)と車間距離不足違反の追走車(Ｂ)と，そ

れらとは別車線を走る取締りパトロールカー(Ａ)との位置関係に基づき，前記パト

ロールカー(Ａ)の距離測定機(１)のレーザー照射位置(Ｚ)からパトロールカー(Ａ)

と並走する車のレーザー照射ポイントまでの距離を予め数値設定し，前記パトロー

ルカー(Ａ)を前記追走車(Ｂ)又は前記前走車(Ｃ)の側方に並走状態に運転操作し，

前記距離測定機(１)のレーザー照射位置(Ｚ)を中心に，赤外線センサー(１７)によ

り，パトロールカー(Ａ)と並走する追走車(Ｂ)又は前走車(Ｃ)の車体が赤外線を反

射した瞬間又は反射状態が解消した瞬間に前記違反証拠作成装置(Ｓ)のスイッチが

自動的に入るか又はパトロールカー(Ａ)と並走する追走車(Ｂ)又は前走車(Ｃ)の車

体が赤外線を反射している状態の時にのみ前記違反証拠作成装置(Ｓ)の手動スイッ

チが作動できるようにし，前記レーザー照射位置(Ｚ)からパトロールカー(Ａ)と並

走する車とは別の車のレーザー照射ポイントまでの距離を距離測定機(１)により計
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測し，前記予め設定したパトロールカー(Ａ)と並走する車のレーザー照射ポイント

までの計測値と，三角形を成す三点(Ｘ)(Ｙ)(Ｚ)間の直角となるパトロールカー

(Ａ)と並走する車側の内角とから三角測量法により前記前走車(Ｃ)のレーザー照射

ポイント(Ｘ)から前記追走車(Ｂ)のレーザー照射ポイント(Ｙ)までの車間距離(Ｌ)

を算出することを特徴とする請求項４記載の車間距離保持不足違反の違反証拠作成

システムによる車間距離の測定方法。

３ 審決の要旨

( ) 審決は，以下のとおり，原告（請求人）の主張及び証拠方法によっては，本1

件特許を無効とすべきものとすることができないとした。

( ) 請求人（原告）の主張の概要（審決４頁１２行～２８行）2

本件特許出願においては，その発明者が「【ＡＡ】」，「【ＢＢ】」の２名とされていア

るが，本件特許に係る発明は，さらに「【ＣＣ】」，「【ＤＤ】」の２名を加えた４名によっ

てなされたものである。即ち，本件特許発明のシステムは，「【ＣＣ】」が構想したものであ

り，また，本件特許の請求項２に係る発明の「マーキング」に関し，これをソフトウェアによ

って画像に形成することは，「【ＤＤ】」が発案したのであるから，この両名も共同発明者で

ある。

本件特許発明についての特許を受ける権利は，請求人と被請求人の共有に係るものであイ

るにも拘わらず，被請求人は単独にて特許出願を行った。本件特許は，特許法第３８条（共同

出願）の規定に違反してされたものであって，同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効と

されるべきものである。

本件特許出願の出願人である被請求人は，「【ＣＣ】」，「【ＤＤ】」から本件特許発ウ

明について特許を受ける権利を承継していない。本件特許は，発明者でないものであってその

発明について特許を受ける権利を承継していないものの特許出願に対してされたものであって，

同法第１２３条第１項第６号に該当し，無効とされるべきものである。

( ) 審決が上記結論を導いた理由は，次のとおりである。3
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ア 請求人（原告）の提出した書証についての認定（５頁末行～８頁１０行）

請求人は，甲第１号証ないし甲第１７号証を提出しているので，これらについて検討する。

・・・なお，請求人は，証拠方法として，「写し」を提出しているが，その原本とも称される

べきものの存在について，被請求人は格別争っていない。

甲１は，本件特許第３４３７１０１号の特許証の写しとされるものである。これによれ(ｱ)

ば，本件特許の表記上の発明者は，「【ＡＡ】」と「【ＢＢ】」の２名であり，この点に争い

はない。

甲２は，平成１０年中ごろ，請求人が作成し，被請求人と栃木県警に提出したものの写(ｲ)

しとされるものである。甲２について，被請求人の主張によれば，甲２は，県警を含む５者の

協議当日に被請求人代表の「【ＢＢ】」が説明した基本的なシステム構想を基に，コンピュー

タ作図を得意としていた請求人に依頼して作成されたものであるとする。ところで，甲２の資

料には，その作成者はもとより作成日についても記載がなく，また，請求人側において本件特

許発明に関与したことを窺わせる記載もない。そして，この点について，請求人は，何の補強

もしない。そうすると，この資料によって本件特許発明の発明者を認定するための証拠とする

ことは到底できないといわざるを得ない。

甲３，４についても，その作成者，作成日について記載がなく，さらに，請求人側にお(ｳ)

いて本件特許発明に関与したことを窺わせる記載もないので，甲２同様，本件特許発明の発明

者を認定するための資料とすることはできない。

・・・・・

甲１６は，「【ＡＡ】」が作成した陳述書であって，本件特許発明について，「【Ｃ(ｺ)

Ｃ】」が共同発明者であることを立証しようとするものである。しかし，甲１６を作成した

「【ＡＡ】」は，本件特許発明の開発当時，栃木県警の勤務であって，栃木県警における「三

者会合」などでの議論内容については格別，それ以外の，請求人と被請求人両社間の役割分担

などについて正確に把握していたとは考えにくく，両社間の共同開発に直接関与していたとも

考えられない。そうであれば，特に「【ＣＣ】」が共同発明者のひとりであるとする点につい

ての甲１６の陳述内容は，「三者会合」などにおける伝聞情報の域を出ないといわざるを得な
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い。

甲１７は，「【ＣＣ】」が作成した陳述書であって，請求項２に係る発明について，(ｻ)

「【ＤＤ】」がその共同発明者であることを立証しようとするものである。しかし，後述の

「２．（３）」のように，この陳述内容によっても，「【ＤＤ】」が，請求項２に係る発明の

共同発明者であると認めることはできない。もっとも，甲１７の作成者である「【ＣＣ】」は，

まさに本件特許無効審判事件の当事者である請求人の代表者であるから，この陳述内容は請求

人の主張として捉える外ない。

イ 請求人（原告）の主張について（８頁１２行～１０頁下から５行）

両当事者間に争いのない事実によれば，本件特許出願の図面である図２は，甲３最終頁(ｱ)

に記載の発明を基に作成されたものであって，この甲３最終頁の図面は，本件特許の出願日以

前に，「【ＣＣ】」により作図されたものである。請求人は，平成１８年２月２３日の口頭審

理期日において，この甲３最終頁に記載の発明が「【ＣＣ】」に係るものであるということを

前提に，甲３最終頁に記載の発明が本件特許発明の必須の構成であることを証すれば，「【Ｃ

Ｃ】」が共同発明者の一人であるということができるとした上で，このことを証明するために，

同期日において，車間距離測定装置の原型の実物及びそれを示すビデオを提示した（平成１８

年３月２７日付け「上申書」第３頁１４行から第５頁９行）。同期日における請求人の陳述に

よれば，提示された実物あるいはビデオに示された装置は，本件特許発明の構成要件に関連す

るものであって，これが「【ＣＣ】」により本件特許の出願日以前に作製されたものであろう

ことは，十分に窺われる。

ところで，ここにおいて明確に区別されなければならないことは，このような装置が誰によ

って作製されたのかという事実と，そのような装置が誰によって発明されたかのという事実で

ある。つまり，この装置を作製した者が，その発明者であるとは限らない。いずれかの者が発

明としての着想を得て具体化した後，これを別の者が作製したということも十分に考えられる

からである。この点，被請求人は，甲３最終頁に記載の発明が「【ＢＢ】」の構想に係るもの

であると主張しているのであるから，前記装置が誰によって作製されたかという以前に，請求

人は先ず，被請求人のこの主張を覆す努力をしなければならないのである。しかし，請求人は，
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この装置の発明者について，甲１６，１７における陳述以上の言及はしていない。そして，甲

１６，１７については既に述べたとおり，共同発明者を証明するものとはいえないから，請求

人の上記主張は採用することができない。

請求人は，請求人が開発したソフトウェアについて，このソフトウェアが，本件特許発(ｲ)

明の構成要件に係るものであって，「【ＣＣ】」が発明したものであるとも主張する（平成１

８年３月２７日付け「上申書」第５頁１０行から第７頁１２行）。

本件特許発明の構成要件にソフトウェアが含まれていることは確かである。そして，そのよ

うなソフトウェアを含めた全てのソフトウェアが，その構想の段階から請求人において開発さ

れたというのであれば，「【ＣＣ】」が共同発明者であるということができるかもしれない。

しかし，これらソフトウェアが，その構想の段階から請求人において開発されたという証明は，

請求人側においてなされておらず，また，請求人の開発したソフトウェアが本件特許発明の必

須の構成要件であるとも必ずしもいえないのである。そうすると，この請求人の主張について

も，上記（１）と同様，甲１６，１７の陳述以上の言及はなく，これを採用することができな

いといわざるを得ない。

さらに，請求人は，本件特許発明について，「【ＤＤ】」も共同発明者であると主張す(ｳ)

る。具体的には，請求項２の「レーザ照射ポイントをマーキング」する点について，「【Ｃ

Ｃ】」は当初，物理的なマーキングを考えていたが，「【ＤＤ】」に相談した結果，「【Ｄ

Ｄ】」が，ソフトウェアによって画像にマーキングを生成する技術を発案したというのである

（平成１８年３月２７日付け「上申書」第７頁１３行から第８頁１０行）。請求項２には確か

に，システムに「レーザ照射ポイントをマーキングした写真を撮影するＣＣＤカメラ機構（１

６）」を備えることについて規定がある。しかし，請求項２に係るこの規定は，何らかの手段

によってレーザ照射ポイントをマーキングして写真に撮影すればよいというものであって，そ

れ以上に，その最適な解決手段が示されなければならないということはない。この請求項２に

係る発明の場合，その部分に発明の特徴が存在するというものではないから，これをより具体

的にしなければ発明が完成しないというものでもない。なお，ここにおいて，最適な具体化手

段として，ソフトウェアにより画像にマーキングを生成するとの技術について発明がなされた
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のであれば，そのときはその発明について特許を受ける権利が生じたということができるので

ある。そうすると，ソフトウェアにより画像にマーキングを生成するとの具体的な技術につい

ては，「【ＤＤ】」の発明に係るものといえる可能性があるものの，本件請求項２に係る発明

は，そこまでの具体的技術を求めるものではないから，本件特許発明に限れば，「【ＤＤ】」

を共同発明者とすることはできない。

ウ むすび

以上のとおりであるから，請求人主張の理由及び証拠方法によっては，本件特許

を無効とすべきものとすることができない。

以下，人の呼称については，自然人の場合は，初出のときに限り「氏名」を表記し，再出以

降では「氏」で表記し，株式会社等の場合は，初出のときに限り「株式会社」等を付して表記

し，再出以降ではこれを付さないで表記する。

第３ 本案前の抗弁

１ 被告の主張

原告は，まず特許法１２３条１項２号の無効理由のうち，共同出願について定め

た同法３８条違反を主張する。同条は，「特許を受ける権利が共有に係るときは，

各共有者は，他の共有者と共同でなければ，特許出願をすることができない。」と

規定する。そして，特許法１２３条２項は，同法３８条違反を理由とする無効審判

請求は利害関係人に限り請求することができる旨を規定する。

ところで，原告は，会社であって，もとより発明者の地位にあるものではないか

ら，本件は，出願人にならなかった共同発明者の一方が無効審判請求人として特許

法３８条違反を主張している事案ではない。原告が発明者の一人であるという【Ｃ

Ｃ】は，原告の代表者ではあるが，会社と代表者は別人格であり，会社と個人を同

一視することは許されないから（東京高裁昭和４１年９月２７日判決・行裁集１７

巻９号１１１９頁参照），原告は利害関係人ではない。

また，本件特許発明の特許権者である被告は，原告に対し，平成１６年４月１９



- 12 -

日付けの誓約書（甲１５。以下「本件誓約書」という。）において，「パルシステ

ム株式会社の営業活動に対しては，これらの特許に係る一切の権利行使を行わない

ものとする。」との意思表示を行っており，本件誓約書中の出願番号特願平１０－

２８３５２７号が本件特許発明である。また文中の「パルシステムと測研との共同

考案」との点は事実に誤りがあり，本件誓約書をもって本件特許が共同発明に係る

ものとの証明になるものではないが，被告が原告に対し本件特許権の行使をしない

旨の約束は，現在でも変更がない。したがって，原告には，本件特許を無効とする

利益がない。

無効審判請求をするために利害関係を必要とするか否かについては，法の変遷も

あり，議論がなされてきたところ，平成１５年法律４７号により改正された特許法

では，利害関係が原則として不要とされたが，特許法３８条違反を理由とする場合

及び同法１２３条１項６号違反を理由とする場合については，例外的に利害関係が

必要とされることが同条２項に明記されている。利害関係につき特段の規定がなか

った旧法下でも，「利益なければ訴権なし」との訴訟の原則から，利害関係のない

者には請求人適格がないとの判断が示されているのであって，このような流れに従

って考えるならば，現行法のもとで，利害関係不要との原則に対し，例外的にこれ

を必要とする場合の利害関係の存在は厳格に解すべきが当然である。

本件において，原告（請求人）は，共同発明者ではなく，また一企業として本件

特許を自ら実施するに当たり制約もないのであるから，本件特許を無効とすること

に何らの利益もなく，特許法１２３条２項にいう利害関係人に当たらないことが明

らかである。

したがって，本件訴訟は，訴えの利益を欠いているから，不適法なものとして却

下されるべきである。

２ 原告の反論

( ) 下記のとおり，【ＣＣ】及び【ＤＤ】は，本件特許発明の少なくとも一部を1
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発明しているものであるから，本件特許発明の共同の発明者である。原告は，甲４

９に示すように，本件特許発明の発明者である【ＡＡ】，【ＣＣ】及び【ＤＤ】か

ら特許を受ける権利を譲渡されており，本件特許発明に関して特許を受ける権利を

有するものであるから，本件訴訟において訴えの利益を有するものである。

( ) 被告は，原告が本件審判事件の利害関係人ではない旨主張するが，審判段階2

では，利害関係人であることを争っていなかったのである。被告は，本件訴訟に至

って，乙８～１９を提出するが，審判段階で，【ＢＢ】が本件特許発明の発明者で

あることを積極的に主張しておらず，また，それを証明する証拠を一切提出してこ

なかったのに，ここにきて急に上記のような証拠が出現することは不思議であると

いわざるを得ない。

第４ 原告主張の取消事由

審決は，本件特許発明が共同発明であることを看過し（取消事由１），また，発

明者でない者のした特許出願であることを看過したものであって（取消事由２），

違法であるから，取り消されるべきである。

１ 取消事由１（本件特許発明が共同発明であることの看過）

( ) 本件特許発明におけるソフトウェアの技術的意義について1

ア 【ＣＣ】は，平成１０年６月から始まった車間距離測定装置の開発の過程で，

平成１０年８月に被告及び栃木県警察本部（以下「栃木県警」又は「県警」とい

う。）に提出した「車間距離測定記録システム」と題する書面（甲２。以下「甲２

資料」という。）及び平成１０年９月に県警に提出した「第１１回栃木県警察装備

資機材開発改善コンクール出品説明書」（甲３。以下「甲３資料」という。）を作

成したものであり，かつ，これらの資料に示されている車間距離測定装置（以下

「コンクール用試作機」という。）の構成のとおりのものを創作したのである。

ところで，【ＢＢ】及び【ＡＡ】を発明者とする本件特許発明１は，距離測定機

(１)，ＧＰＳ経緯度測定機(２)，時計(３)，速度計(４)，番号入力装置(５)，コン
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ピュータ(６)，及び，プリンタ(７)を含む違反証拠作成装置(Ｓ)を，取締りパトロ

ールカー(Ａ)に搭載したものであり，その違反証拠作成装置(Ｓ)の構成は，本件明

細書の段落【００２０】及び図１及び図２に記載されている。そこで，この違反証

拠作成装置(Ｓ)の構成と甲２，３資料とを対比すると，前者の構成は，甲２資料の

１頁及び２頁，甲３資料の５頁に示された構成と同じであり，わずかに，前者にお

いては，後者のデータ連結装置の代わりにコンピュータが設けられている点で相違

するのみである。

また，本件特許発明１は，「同一車線を走る前走車(Ｃ)と車間距離保持不足違反

の追走車(Ｂ)と，それらとは別車線を走る前記パトロールカー(Ａ)との位置関係に

基づき，前記違反証拠作成装置(Ｓ)によって前記前走車(Ｃ)のレーザー照射ポイン

ト(Ｘ)から前記追走車(Ｂ)のレーザー照射ポイント(Ｙ)までの車間距離(Ｌ)を，前

記パトロールカー(Ａ)に搭載した距離測定機(１)によってそのレーザー照射位置

(Ｚ)を中心に計測した距離データを基に前記レーザー照射ポイント(Ｘ)(Ｙ)(Ｚ)を

三角形の三点とする三角測量法から算出」するように構成されているが，この計算

方法は甲２，３資料に記載されているものである。

したがって，本件特許発明１は，甲２，３資料を用いて作成されたものであって，

本件特許発明１の違反証拠作成装置(Ｓ)の構成は，基本的に【ＣＣ】の着想による

ものである。

また，平成１０年９月１４日作成のＧＰＳ経緯度測定機（以下「ＧＰＳ」とい

う。）のデータを取り込むためのソフトウェアのソースコード（甲９。以下「甲９

資料」という。）は，【ＣＣ】が創作したものである。

ところで，本件特許発明１は，「前記距離測定機(１)による計測と同時的に連動

して前記違反証拠作成装置(Ｓ)により得られた車間距離(Ｌ)データ，経緯度位置デ

ータ，時刻データ及び速度データをコンピュータ(６)に取り込むとともにそれらの

計測データとは別に人為的に入力した車両登録番号データを前記コンピュータ(６)

で情報処理して前記プリンタ(７)から前記違反キップ(Ｋ)に出力できるようにし



- 15 -

た」ものであるところ，まず，「車間距離(Ｌ)データ，経緯度位置データ，時刻デ

ータ及び速度データをコンピュータ(６)に取り込み」，かつ，それらのデータを処

理するソフトウェアは，甲９資料に示されている。

したがって，本件特許発明１は，甲９資料も用いて作成されたものであって，こ

の点からも，本件特許発明１の構成が【ＣＣ】の着想によるものであることが分か

る。

イ 審決は，前記第２の３( )イ(ｲ)のとおり，「本件特許発明の構成要件にソフ3

トウェアが含まれていることは確かである。」と認定し，「本件特許の製品化に当

たって必要なコンピュータのデータ処理をするためのソフトウェアの作成」，「本

件特許の実施化に当たって必要となってくる各種データをコンピュータ処理するに

当たってのソフトウェアの作成」及び「本件特許で得られる各種データをコンピュ

ータ処理するに当たってのソフトウェアの作成」については原告側が担当したこと

を認めつつ，「これらソフトウェアが，その構想の段階から請求人において開発さ

れたという証明は，請求人側においてなされておらず」，「請求人の開発したソフ

トウェアが本件特許発明の必須の構成要件であるとも必ずしもいえないのであ

る。」と説示しているから，ソフトウェアが「構想の段階から請求人において開発

された」のでなければならないものと考えているようである。審決の趣旨は，必ず

しも明確ではなく，請求人の開発したソフトウェアが本件特許発明の構成要件であ

るソフトウェアとは異なるものであると考えているものと思われるが，何の根拠も

ないものであって，不当というほかない。

( ) 本件特許発明に係る共同開発2

ア 特許法３６条５項は，「第３項第４号の特許請求の範囲には，請求項に区分

して，各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必

要と認められる事項のすべてを記載しなければならない。」と規定しているから，

特許請求の範囲には，発明を構成するための必須の構成要件のみを記載すべきであ

り，この要件を満たさない場合には拒絶される。
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そこで，共同の発明者となり得る条件についてみると，請求項に記載された発明

が複数の発明者の共同でされた場合には，請求項に記載された構成要件の少なくと

も１つを発明した者が，その発明の共同の発明者であることは当然として，請求項

に記載された構成要件の少なくとも一部を発明した者もその発明の共同の発明者で

ある。また，発明は，着想の段階から発明が完成するまでの時間的な要素を有する

が，共同発明者となるには，最初の着想の段階から参加し，かつ，発明が完成され

た時点まで継続的に関与している必要はなく，例えば，最初の段階で基本的な構想

を着想し，その後に他人がその技術を発展させて発明を完成させた場合では，最初

に着想した者も，その着想を発展させた者も，共同の発明者となり得るのである。

イ 本件特許発明を完成するには，ＧＰＳ及びレーザ距離計等から出力を取り込

んで，車間距離を演算し，それを現在位置及び現在日時とともに証拠として出力す

るための技術が必要であり，そのためには，ソフトウエアの開発が必要であるが，

被告にはそのような技術も経験もなかった。そのために，【ＢＢ】は，【ＣＣ】に

共同開発の提案をしたのである。被告が本件特許発明を完成させるために必要な知

識も技術も有しないことは，【ＢＢ】が【ＣＣ】に共同開発の申入れをしたことの

ほか，【ＢＢ】の手紙（甲２０の２枚目５行目）において，被告自身が「私どもと

しては技術も無いので，『車間距離測定システム』を防衛するには特許しかないこ

とをご理解願います。」と述べていること，被告が宇都宮地裁の訴訟で提出した陳

述書において，「役割分担をして共同開発を始めた」と話していることからも明ら

かである。

ウ 【ＣＣ】・【ＢＢ】による本件特許発明に係る共同開発の具体的な経過は，

次のとおりである（以下特に断らない限り平成１０年の出来事である。）。

(ｱ) 【ＣＣ】は，６月中旬ころ，【ＢＢ】より，栃木県警からの話として「車間

距離を測定し，その測定値を印字できないか」との相談を持ち込まれたので，同月

２２日，【ＢＢ】と一緒に，栃木県警に出向いた。栃木県警では，【ＥＥ】，【Ｆ

Ｆ】及び【ＡＡ】が応対し，その席上で，【ＡＡ】から，①車間距離を測定し速度
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取締り同様レシートなどに印字する，②測定は先行車とパトカーの間の距離でよい，

③走行中のパトカーから測定する，④装置はコンパクトなものがよい，といった仕

様の説明を受け，また，この試作機を警察の装備資機材開発改善コンクール（以下

「警察装備コンクール」という。）に出品したいとの要請を受けた。その際，【Ｃ

Ｃ】は，【ＢＢ】から，口頭で共同開発の申入れを受けたので，これに応じ，栃木

県警とも役割分担を決めてコンクール用試作機の開発を進めることになり，【Ａ

Ａ】が実質的に指揮を取ることになった。

(ｲ) ７月初旬の【ＣＣ】・【ＢＢ】・【ＡＡ】の三者の会合で，【ＣＣ】は，適

合するハードウェアとして松下電器産業製のモバイルパソコンを使用することを提

案し，その採用が決まったので，【ＣＣ】は，早速，モバイルパソコンを松下電器

産業から借用するとともに，ソフトウェア開発のためにソフト研修受講の手配を行

い，システム設計に着手した。

(ｳ) 同月９日には，被告の手配で測定器メーカのリーグルジャパン社から借用し

たレーザ距離計を使用して，県警・被告・原告・リーグルジャパン社の四者が集っ

て，高速道路上で測定試験を行い，車のフロントガラス越しの測定でも機能に支障

のないことが分かった。この段階で，【ＣＣ】は，上記レーザ距離計を取り扱って

通信コマンドや通信手順(プロトコル)を知り，レーザ距離計とモバイルパソコン間

の通信プログラムを完成させた。

(ｴ) 同月下旬の【ＣＣ】・【ＢＢ】・【ＡＡ】の三者の会合において，【ＡＡ】

は，「取締場所の特定をキロポスト表(キロポスト毎の住所一覧表)で行っている」

と説明し，ＧＰＳ利用の話が浮上した。【ＣＣ】は，データベースを構築すること

で緯度経度からキロポストを割り出し，キロポストから住所を割り出すことが可能

であり，そうすればＧＰＳを活用することができると考えたが，車間距離測定装置

にＧＰＳを採用するに当たっては，距離測定と取締場所特定との同時性を確保する

必要があるところ，時速１００ｋｍで走行する車は１秒間に３０ｍ近く移動するの

で，ＧＰＳが緯度経度を取得するタイミング，そのデータを外部に出力するまでの
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時間，データベース側の住所検索時間等々を検証し，精度や信頼性を明確にする必

要があった。時速１００ｋｍで走る車の中でＧＰＳの刻々と変化する緯度経度をど

うやって瞬時に読み取るか，しかも距離測定と同時にこれを行うにはどうするか，

それにＧＰＳの緯度経度そのままでは取締場所の特定には使えないなど課題があり，

目前のコンクールに間に合わないことが明らかであった。

そこで，【ＣＣ】は，距離測定とＧＰＳデータ取得を同時に行うことで生じるモ

バイルパソコンの入力不足を補うとともに，ＧＰＳと距離計に電源を供給し，かつ，

距離計による測定に同期させてＧＰＳデータを取得するという連結機能を持たせる

ために，データ連結装置を考案し，これを基に甲２資料を作成し，８月中旬，【Ｂ

Ｂ】及び【ＡＡ】に示した。ところが，データ連結装置は，市販品ではないので，

別途，ソフトウェアとともに開発する必要がある装置であった。甲２資料において，

車間距離測定装置の基本的な構想が完成した。

以上のように，車間距離測定装置へのＧＰＳ採用は，三者の協力であることには

間違いないが，【ＣＣ】の発案で解決されたものである。

(ｵ) その後まもなく，キロポストのデータベース化をするに際してＧＰＳ仕様の

詳しい情報が必要になったので，【ＣＣ】は，【ＢＢ】とともに，栃木県工業技術

センターに出向き，ＧＰＳに詳しい技術者からＧＰＳの性能や通信機能について説

明を受けた。

ところで，被告は，車間距離測定装置の具体的な商品化に向けて，パソコンのソ

フト開発を依頼していた【ＣＣ】と一緒に県工業技術センターを訪ね，ＧＰＳの基

本事項の取扱いやキロポストデーターベース化の可能性のアドバイスを受けた旨主

張する。

しかし，【ＣＣ】が県工業技術センターの技術者に会ったのは，上記のとおり，

キロポストのデータベース化に際してＧＰＳ仕様の詳しい情報が必要になったから

であり，データベースはコンピュータ側のソフトウェアであって，ＧＰＳとは何の

関係もない事柄である。
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(ｶ) 【ＣＣ】は，８月下旬，甲２資料の基本的な構想に基づく試作をするために，

甲３資料の最終頁の図を作成した。甲３資料は，データ連結装置の開発には，専用

基板やファームウェアの開発など多くの時間と費用を要することから，この装置を

ノートパソコンで代用し，まずは動作を確認しようとするものである。甲３資料は，

９月に栃木県警に提出された。また，この段階で，【ＣＣ】・【ＢＢ】は，甲３資

料のうちＧＰＳデータ取込み部分を除いてコンクール用試作機を完成させていた。

【ＣＣ】は，９月初めに，以前から親交のあるロングワード社の【ＤＤ】にＧＰ

Ｓデータ取り込みソフトの作成を依頼し，ＧＰＳ接続のためのＲＳ２３２Ｃ／２ｃ

ｈカードをメーカーに発注していた。

(ｷ) 【ＣＣ】・【ＢＢ】は，ＧＰＳデータ取込み部分を除くコンクール用試作機

を持参して，９月４日，【ＡＡ】に同行して警察庁に出かけ，上記試作機を前に警

察庁の担当者と意見交換を行った際，①どこの距離を測定したかが不明である，②

後続車(被疑車両)の位置が不明であるとの２点で証拠能力に欠けると指摘された。

【ＣＣ】は，上記①の解決にはカメラしかないと考え，【ＤＤ】に対し，カメラの

データ取込みソフトの作成も依頼した。上記②については，日常の制御システムで

利用される在荷検知の範囲内の簡単なものであった。

(ｸ) 【ＣＣ】は，９月２７日に，ＧＰＳデータ受信処理，レーザ距離センサ受信

処理のプログラムを完成させており，測定ボタンが押された時にレーザ距離計が測

定をし，これに連動して，別作業で取得されたＧＰＳデータが読み込まれる仕組み

になっている。これは，本件特許発明１及び２にある「距離測定器による計測と同

時的に連動して装置(Ｓ)により得られた緯度経度位置データをコンピュータに取り

込む」とされているソフトウェアそのものであり，本件特許発明１の必須の構成要

件である。

エ 上記のとおり，ソフトウェアが本件特許発明１の構成要件に含まれる以上，

【ＣＣ】及び【ＤＤ】は，本件特許発明の少なくとも一部を発明しているものであ

るから，本件特許発明の共同の発明者である。このことは，本件特許発明２～９に
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おいてもそのまま妥当するものである。したがって，本件特許は，特許法１２３条

１項２項の規定に該当するので，無効となるべきである。

２ 取消事由２（発明者でない者のした特許出願であることの看過）に対して

本件特許発明の発明者の一人である【ＡＡ】は，特許を受ける権利を，被告に譲

渡していないし移転もしていないから，被告は，特許を受ける権利を有しておらず，

したがって，本件特許は，発明者でない者であって，その発明について特許を受け

る権利を承継しないものの特許出願に対してされたものであり，特許法１２３条１

項６号の規定に該当し，無効とすべきである。

特許法１２３条１項６号に規定する無効理由は，本件特許の出願人が，発明者で

ないこと，その発明について特許を受ける権利を承継しないものであることを証明

すればよいところ，本件特許の出願人である被告は，【ＡＡ】・【ＣＣ】・【Ｄ

Ｄ】のだれからも，特許を受ける権利を譲渡されていないのであるから，本件特許

の出願人が発明者でないことが明らかである。

第５ 被告の主張

１ 取消事由１（本件特許発明が共同発明であることの看過）に対して

( ) 本件特許発明におけるソフトウェアの技術的意義に対して1

ア 被告の代表者である【ＢＢ】は，レーザー距離計を使った送電線と接近樹木

との距離を測定できる離隔測定システム，ワンマン測量システムの開発，携帯型Ｇ

ＰＳを用いて瞬時に得られる経緯度のデジタル情報を基に，経緯度線のあるＧＰＳ

専用の地図と突き合わせ現在位置を容易に読取り可能なナビゲ－ションシステムの

開発の経験と実績を持っていた。本件では，【ＢＢ】は，栃木県警から当該システ

ムの開発の要請を受け，所期の目的と機能を有するシステムの発明を行ったもので

ある。本件特許発明は，データをプログラム処理することも要素となっており，発

明の実施化をする過程で具体的なプログラムを作成したのは原告であるが，プログ
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ラム処理すること自体は【ＢＢ】の発案である。それゆえに，【ＢＢ】は，本件特

許発明に係るシステムに適合するソフトウェアの作成を原告に依頼することにし，

初期の段階で栃木県警との会合に原告の代表者である【ＣＣ】を同行したのである。

しかし，本件特許発明において，プログラム処理は，データの処理手段として本

件のようなシステムに不可欠なものであるが，プログラムの内容が発明の対象とな

っているものではなく，プログラムが作成されないと発明として完成されないとい

うものではない。

なお，原告が車間距離測定装置を作動させるソフトウェアを完成させたのは，平

成１０年１２月以降である（なお，本件出願日は同年９月１８日である。）。この

ことは，被告が財団法人栃木県産業技術振興協会に新技術，新製品などの助成金を

交付申請したときの申請書（乙１６の１）の２枚目④の項に，研究開発のスケジュ

ールとしてソフト開発完了が平成１０年１２月とされていることからも明白である。

イ 原告主張の基本的な誤りは，発明とその具体的な実施化とを混同し，後者へ

の関与をもって発明者であると位置付けていることである。いうまでもなく，発明

とその実施化とは次元の違う問題である。本件特許発明においては，むしろ，パト

カーから先行車までの距離を測定するだけで，先行車と後続車間の車間距離を算出

する方法が特徴的な技術事項であって，【ＢＢ】が最も苦労したところである。一

般的に，三角形を解く方法としては，①３辺の長さを知る，②１辺と両端の角を知

る，③２辺とその挟角を知る，の３つの方法があるが，本件のシステムにおいて利

用できるのは③の方法であり，その場合，高速移動中のパトカーから移動中の物体

２点間の距離と角度を同時に測定することは，可能であるが，それなりの設備が必

要となる。県警との当初の打合せでは，あまり精度を必要とせず，測定誤差は±１

ｍ以内であれば十分であるとのことであったので，さらに角度を測定しない方法を

検討し，最終的には，パトカー，先行車，後続車でできる三角形を直角三角形にす

れば，ピタゴラスの定理で，先行車と後続車との車間距離を算出することができる

との結論に到達した。そして６月２２日の県警との協議の際，直角三角形の高さを
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一定にすれば斜辺だけの測定で，角度計を使わず，先行車と後続車との車間距離が

算出できることを図示して説明したのである。

( ) 本件特許発明に係る共同開発に対して2

ア 【ＢＢ】が【ＣＣ】に依頼したのは，【ＢＢ】の創作に係る上記( )イの基1

本的なシステム構想を実施化するに当たって，共同開発を依頼したのであって，

【ＣＣ】と共同で上記基本的なシステム構想を開発したのではない。前記のとおり，

発明とその実施化とは次元の異なる問題である。

原告は，被告が宇都宮地裁の訴訟で提出した陳述書において，「役割分担をして

共同開発を始めた」と話していることを取り上げて，【ＢＢ】が【ＣＣ】に共同開

発の提案をした旨主張する。

しかし，原告指摘の部分は，「製品化するには，コンピュータでデータ処理する

ソフトが必要となるので，異業種活動で知り合ったパルシステム代表の【ＣＣ】氏

に製品化に向けた共同開発を持ちかけたところ，【ＣＣ】氏も是非やりたいとのこ

とで，両社の役割分担を決め，製品化に向けて共同開発をはじめました。」と記載

されているのであって，もっぱら製品化に向けた共同開発のことを述べているので

ある。このことは，上記陳述書の他の部分において，「この特許はこの車間距離取

締装置に関する基本技術についてのものであり，パルシステムが自社も発明したと

主張する技術は一切入っておりません」（甲８の４頁１７行～１９行）と明確に共

同発明を否定し，製品化に向けての共同開発と峻別していることからも明らかであ

る。

イ 原告は，本件特許発明を完成するには，ＧＰＳ及びレーザ距離計等から出力

を取り込んで，車間距離を演算し，それを現在位置及び現在日時とともに証拠とし

て出力するための技術が必要であり，そのためには，ソフトウエアの開発が必要で

あるが，被告にはそのような技術も経験もなかった旨主張する。

しかし，当時，被告を経営していた【ＢＢ】は，既にレーザー距離計を使った送

電線と接近樹木との距離を測定できる離隔測定システム，ワンマン測量システムを



- 23 -

開発して販売しており，また，携帯型ＧＰＳを用いて瞬時に得られる経緯度のデジ

タル情報を基に，経緯度線のあるＧＰＳ専用の地図と突き合わせて現在位置を容易

に読取り可能なナビゲ－ションシステムも開発し販売して，関連の特許出願，実用

新案登録出願などを行っており，本件特許の前提となる離隔距離測定，ＧＰＳの技

術内容等について熟知していたのである（甲３２の２，３参照）。また，被告は，

レーザー距離計を使った送電線と接近樹木との距離を測定できる離隔測定システム，

ワンマン測量システムを開発し，これを商標「ワンマンサーベイ」として販売して

いたのである（甲３２の１参照）。

ウ 原告は，【ＣＣ】が，６月中旬ころ，【ＢＢ】から，栃木県警の話として

「車間距離を測定し，その測定値を印字できないか」との相談を持ち込まれたので，

同月２２日，【ＢＢ】と一緒に，栃木県警に出向いた旨主張するが，誤りである。

【ＢＢ】が車間距離測定装置を開発することとなったのは，６月９日，以前から

親交のあった栃木県警の【ＥＥ】より電話で測量技術で高速走行中のパトカーから

先行車両までの距離を測定し，その証拠を残す方法について尋ねられたのが契機で

あった。

エ 原告は，６月２２日の会合で，栃木県警の【ＡＡ】から，①車間距離を測定

し速度取締り同様レシートなどに印字する，②測定は先行車とパトカーの間の距離

でよい，③走行中のパトカーから測定する，④装置はコンパクトなものがよい，と

いった仕様の説明を受け，また，この試作機を警察装備コンクールに出品したいと

の要請を受け，その際，【ＣＣ】は，【ＢＢ】から，口頭で共同開発の申入れを受

けたので，これに応じ，栃木県警とも役割分担を決めてコンクール用試作機の開発

を進めることになった旨主張する。

【ＢＢ】・【ＣＣ】が，６月２２日，栃木県警の【ＥＥ】，【ＦＦ】及び【Ａ

Ａ】と会合したことは認めるが，ここでの【ＡＡ】からの説明は，高速道路での事

故の多くは車間距離不足から起きていて，車間距離を科学的に測定できる装置がな

く，現状は道路に２０ｍおきに引かれた，長さ１０ｍの白線の車両区分線との比較
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を目測で行っている旨が説明されたことと，これに代わる測定方法がないかとの質

問であった。その時点で，【ＢＢ】は，レーザー距離計を使って移動する車に対し

て瞬時に距離測定を行い，その測定値より三角測量法によって所要の車間距離を算

出するという基本的なシステム構想を持っており，この構想を，テーブル上のメモ

紙に説明図を描きながら説明したのである。

上記のとおり，【ＢＢ】は，６月２２日より前に，レーザー距離計を使って移動

する車に対して瞬時に距離測定をし，その測定値より三角測量法によって所要の車

間距離を算出するという基本的なシステム構想を完成させていたのであり，【Ｂ

Ｂ】が【ＣＣ】に依頼したのは，上記基本的なシステム構想の実施について共同開

発を依頼したのである。

オ 原告は，ＧＰＳ利用の話が浮上した段階で，【ＣＣ】が，距離測定とＧＰＳ

データ取得を同時に行うことで生じるモバイルパソコンの入力不足を補うとともに，

ＧＰＳと距離計に電源を供給し，かつ，距離計による測定に同期させてＧＰＳデー

タを取得するという連結機能を持たせるために，データ連結装置を考案し，これを

基に甲２資料を作成した旨主張する。

しかし，甲２資料は，基本的には６月２２日の会合の際，【ＢＢ】が机上でメモ

書きして説明したものを原告がまとめたにすぎないものであり，そこに示された構

想も【ＢＢ】の発案に係るものである。

なお，本件出願に当たっては，当該図面のうち，例えば，先行車両から違反車両

までの距離の算出方法について，甲２資料の方式では，距離測定のほかに角度を測

定する機器が必要となり，装置及びデータ処理が煩雑になるので，採用しなかった。

カ 原告は，【ＣＣ】が，甲２資料の基本的な構想に基づく試作をするために，

甲３資料の最終頁の図を作成した旨主張する。

【ＡＡ】は，７月２７日，【ＢＢ】に対し，警察装備コンクールの予備審査に入

賞したので，８月７日の本審査に出したいとの意向を伝えてきて，その説明資料の

製作を依頼された。これを受けて，８月７日の本審査の出品説明のために作成した
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のが甲３資料である。甲３資料に添付された図面は，基本的には６月２２日の会合

の際，【ＢＢ】が机上でメモ書きして説明したものを原告がまとめたにすぎないも

のである。甲３資料が８月下旬に作成されたとする原告の主張は，誤りである。

キ 原告は，車間距離測定装置へのＧＰＳ採用は【ＣＣ】の発案で解決されたも

のであり，キロポストのデータベース化をするに際してＧＰＳ仕様の詳しい情報が

必要になったので，【ＣＣ】は，【ＢＢ】とともに，県工業技術センターに出向き，

ＧＰＳに詳しい技術者からＧＰＳの性能や通信機能について説明を受けた旨主張す

るが，誤りである。

【ＢＢ】は，これまでの測量業務の経験からＧＰＳで緯度経度を特定できること

を知っていたが，県警との会合で，高速道路が０．１ｋｍ単位のキロポストの所在

地で管理されていることを知り，緯度経度と関連付けて，パソコンにより処理する

ことを考え，７月３１日，具体的な商品化に向けて，パソコンのソフト開発を依頼

していた【ＣＣ】と一緒に県工業技術センターを訪ね，ＧＰＳの取扱いその他基本

事項について説明を受け，また，キロポストデーターベース化の可能性についての

アドバイスを受けたのである。

ク 原告は，【ＣＣ】・【ＢＢ】が，コンクール用試作機を完成させて，９月４

日，【ＡＡ】に同行して警察庁に出かけ，上記試作機を前に警察庁の担当者と意見

交換を行った旨主張するが，誤りである。

９月４日警察庁に出かけたのは，【ＡＡ】と【ＢＢ】であって，【ＣＣ】は加わ

っていない。これは，警察庁が全国コンクールの審査前に話を聞きたいとのことで

あったので，警察庁に行ったのであり，当日の警察庁の出席者は，交通局都市交通

対策課の高速道路管理室長及び課長補佐，交通局指導課課長補佐の３名であった。

この会合では，【ＡＡ】が開発状況を説明した後，警察庁から，①測定ポイントを

立証する工夫が必要である，②違反車両と並走し，違反車両の先端部分に入った瞬

間スイッチが入ったことを立証する工夫が必要である，③人間が手でスイッチを入

れるのではなく，センサーが自動的にスイッチをコントロールできないか，との３
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点について指摘を受け，今後の課題とすることにしたのである。

ケ 原告は，【ＣＣ】がロングワード社の【ＤＤ】にＧＰＳデータ取込みソフト

の作成を依頼し，さらに，上記①の解決にはカメラしかないと考え，【ＤＤ】にカ

メラのデータ取込みソフトの作成も依頼した旨主張するが，否認又は不知である。

【ＢＢ】は，そのような事実自体を知らされておらず，本件出願時にはその存在を

全く知らなかった。そもそも【ＢＢ】が【ＤＤ】の存在を知ったのは，本件無効審

判の審判請求書を受け取った平成１７年９月の後である。

２ 取消事由２（発明者でない者のした特許出願であることの看過）に対して

特許法１２３条１項６号は，「その特許が発明者でない者であつてその発明につ

いて特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。」をもっ

て無効理由としている。ところが，原告は，【ＢＢ】が本件特許発明の発明者の１

人であることを認めているのであるから，原告の上記主張は，それ自体で既に失当

である。なお，【ＣＣ】・【ＤＤ】が発明者でないことは上述のとおりである。

第６ 当裁判所の判断

１ 本案前の抗弁について

( ) 被告は，原告が本件特許発明の発明者の一人であると主張する【ＣＣ】は原1

告の代表者ではあるが，原告が発明者の地位にあるわけではないから，原告は特許

法１２３条２項にいう利害関係人に当たらない旨主張する。

ア 【ＣＣ】・【ＢＢ】・【ＡＡ】が，平成１０年６月以降，警察装備コンクー

ルに出品するための車間距離測定装置の開発及び製作を行い，本件出願前の同年９

月４日ころに，いまだＧＰＳ，ＣＣＤカメラ等を組み込んでいなかったものの，ハ

ード面，ソフト面を併せて所定の作動をするコンクール用試作機が基本的に完成し

ていたことは，後記２( )ウ認定のとおりである（本件特許発明に関して【ＣＣ】5

の関与があったことについては，後に改めて認定判断するところである。）。



- 27 -

イ 証拠（甲１１～１３，１５，２０，４６，乙２２）によれば，次の事実が認

められる。

(ｱ) 原告と被告が，コンクール用試作機を改良して実用的な製品とすべく試作，

テストを繰り返したところ，平成１５年８月ころに，実用に供し得る車間距離測定

装置（以下「完成機」という。）が完成した。被告は，平成１６年１月ころ，ペン

タックス販売を通じて，完成機を警察庁に納入し，その代金として約５３７８万円

の支払を受けた。

(ｲ) 原告と被告はそれまで各自の出費について精算をしていなかったが，被告は，

平成１６年３月，原告に対し，コンクール用試作機及び完成機の開発に関する費用

集計を提示した上，同月末ころ，開発に係る諸費用として３０００万円を支払った。

ここで，【ＣＣ】は，費用集計の内容に不審を抱くとともに，被告が，【ＣＣ】を

発明者に加えず，本件出願を含めて３件の特許出願をしていることを知った。

(ｳ) 【ＢＢ】は，同年４月１９日，「私(株式会社 測研)は先に出願した特許

（出願番号 特願平１０－２８３５２７，特願平１０－３７５４４０，特願２００

０－４０５００５）について，パルシステム株式会社及び株式会社測研との共同考

案によるものであることを認め，パルシステム株式会社の営業活動に対しては，こ

れらの特許に係る一切の権利行使を行わないものとする。」（甲１５）との本件誓

約書を提出した。しかし，翌２０日，【ＢＢ】は，【ＣＣ】に対し，「『車間距離

測定システム』の開発にあたり，【ＣＣ】様に誤解を与える結果となりましたこと

を深くお詫び申し上げます。昨日，貴社の【ＧＧ】様が来社され，パルシステム様

が気にしている３件の特許番号を受け取り，自宅の特許控えを見て，当時出願した

経緯を思い出し，パルシステム様の誤解を解けるヒントになるのではないかとペン

を執りました。特許はご存知のとおり，その製品を他社からの侵害を守る唯一の手

段です。このたびご指摘を受けた『車間距離測定システム』をはじめ，他の特許に

も使われ，基本と成る物にレーザ光線を使った距離測定装置があります。この装置

を他社が気づき，他の取り締まり装置に使われないように防衛するために特許を出
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願しました。・・・誓約書のなかで『共同開発によるパルシステム株式会社の考案

によることを認め』・・とありますが，原文では認めることができません。これを

『パルシステム株式会社及び，株式会社測研との共同考案によるものであることを

認め』に改めるなら認めると共に，特許に係る一切の権利行使を行いません。」な

どと記載した書簡（甲２０）を送り，本件誓約書の内容を一部修正した。

(ｴ) 【ＢＢ】は，そのころ，原告に対して，本件特許発明に係るロイヤリティを

求めたり，特許出願費用の支払を求めたりした。

(ｵ) 同年６月以降，原告が，ペンタックス販売を通じて，完成機を警察庁に納入

することになった。

ウ 上記認定の事実によれば，被告は，原告に対し，一方で，【ＣＣ】を発明者

から外して本件出願をし，それを謝罪するかのような誓約書を提出しつつ，翌日に

はそれを一部修正する書簡を送り，他方で，本件特許発明に係るロイヤリティを求

めたり，特許出願費用の支払を求めたりして，特許の冒認出願，清算，販路等をめ

ぐって複雑な紛争となったことが認められる。そして，本件訴訟においても，原告

は，本件出願が【ＣＣ】を除外した冒認出願であると主張し，被告はこれを争って

いるのである。

そうすると，原告は，本件特許発明が冒認出願として無効であるか否かにつき利

害関係を有しているものと認められる。

( ) 被告は，原告に対し，「パルシステム株式会社の営業活動に対しては，これ2

らの特許に係る一切の権利行使を行わないものとする。」との誓約をしているから，

原告には本件特許を無効とする利益はない旨主張する。

しかし，上記( )イ(ｳ)のとおり，【ＢＢ】は，本件誓約書を提出した翌日，その1

内容を一部修正する書簡を送っているのであるから，直ちに，本件誓約書が【Ｂ

Ｂ】の真意に基づくものとはいい難いし，また，法的な拘束力があるとも認め難い。

しかも，たとえ，本件誓約書を誠実に履行するとの言葉が被告主張のように法的な

拘束力があるとしても，特許に係る一切の権利行使を行わないという限度で効力が
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あるのであって，依然として被告が本件特許発明の特許権者とされていることに変

わりがないから，原告が本件特許を無効とする利益があるものというべきである。

( ) したがって，原告が特許法１２３条２項にいう利害関係人に当たらないとす3

る被告の本案前の抗弁は，理由がない。

２ 取消事由１（本件特許発明が共同発明であることの看過）について

( ) 特許法２条は，「『発明』とは，自然法則を利用した技術的思想の創作のう1

ち高度のものをいう。」と規定しており，同法３６条４項１号は，「経済産業省令

で定めるところにより，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する

者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したもの」でなければ

ならないと規定していることからすると，同法２条にいう「技術的思想の創作」を

したといい得るためには，当該発明が当業者にとって実施可能なものとなっていな

ければならないものであり，原則として，単なる着想にとどまらず，試作，テスト

を重ねて課題を解決し，技術として具体化されていなければならないと解される。

ただし，例外的に，具体化が当業者にとって自明といえる場合，例えば，公知技術

を組み合わせたような場合に（それが発明として進歩性を有する場合に限られるこ

とはいうまでもない。），着想をもって「技術的思想の創作」に当たることもあり

得ないことではない。

( ) 本件特許発明のような電子機器の場合，一般に，公知技術を組み合わせる段2

階で，既に，工夫が必要となることが多く，具体化が当業者にとって自明といえる

可能性はそう多くはないと思われるが，それはともかく，本件特許発明が上記の例

外的な場合に当たるか否かについて検討する。

ア 前記第２の２の本件特許発明１に係る特許請求の範囲の後半には，「取締り

パトロールカー(Ａ)に搭載し，同一車線を走る前走車(Ｃ)と車間距離保持不足違反

の追走車(Ｂ)と，それらとは別車線を走る前記パトロールカー(Ａ)との位置関係に

基づき，前記違反証拠作成装置(Ｓ)によって前記前走車(Ｃ)のレーザー照射ポイン
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ト(Ｘ)から前記追走車(Ｂ)のレーザー照射ポイント(Ｙ)までの車間距離(Ｌ)を，前

記パトロールカー(Ａ)に搭載した距離測定機(１)によってそのレーザー照射位置

(Ｚ)を中心に計測した距離データを基に前記レーザー照射ポイント(Ｘ)(Ｙ)(Ｚ)を

三角形の三点とする三角測量法から算出し，前記距離測定機(１)による計測と同時

的に連動して前記違反証拠作成装置(Ｓ)により得られた車間距離(Ｌ)データ，経緯

度位置データ，時刻データ及び速度データをコンピュータ(６)に取り込むとともに

それらの計測データとは別に人為的に入力した車両登録番号データを前記コンピュ

ータ(６)で情報処理して前記プリンタ(７)から前記違反キップ(Ｋ)に出力できるよ

うにしたことを特徴とする」との記載があるところ，同記載によると，取締りパト

ロールカー(Ａ)から，前走車(Ｃ)を利用して，三角測量法により追走車(Ｂ)の速度

を測定し，ＧＰＳ経緯度測定機(２)により取締りパトロールカー(Ａ)の位置を測定

し，かつ，測定の時刻を特定し，このようにして得た追走車(Ｂ)の位置データ，速

度データ，時刻データを測定するとともに，入力した車両登録番号データと併せて

プリンタから違反キップとして打ち出すという機能を有するものである。

一方，特許請求の範囲の前半には，「その計測場所の経緯度を測定するＧＰＳ経

緯度測定機(２)と，その測定時の時刻を特定する時計(３)と，違反車の速度を計測

する速度計(４)と，関係車両の車両登録番号を入力する番号入力装置(５)と，前記

距離測定機(１)，ＧＰＳ経緯度測定機(２)，時計(３)，速度計(４)及び番号入力装

置(５)から得られた電子情報をプログラム処理するコンピュータ(６)と，そのコン

ピュータ(６)で情報処理されたデータをプログラムされた所定様式の違反キップ

(Ｋ)に出力するプリンタ(７)とが電子的に接続されて成る」との記載があり，同記

載は，本件特許発明１の「違反証拠作成装置(Ｓ)」が，「距離測定機(１)」，「Ｇ

ＰＳ経緯度測定機(２)」，「時計(３)」，「速度計(４)」，「番号入力装置(５)」，

「コンピュータ(６)」，「プリンタ(７)」から構成されているが，このような構成

自体から，直ちに，取締りパトロールカー(Ａ)から，前走車(Ｃ)を利用して，三角

測量法により追走車(Ｂ)の速度を測定し，ＧＰＳ経緯度測定機(２)により取締りパ
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トロールカー(Ａ)の位置を測定し，かつ，測定の時刻を特定し，このようにして得

た追走車(Ｂ)の位置データ，速度データ，時刻データを測定するとともに，入力し

た車両登録番号データと併せてプリンタから違反キップとして打ち出すという機能

を有することにはならない。

イ ところで，本件特許発明１に係る特許請求の範囲には「ソフトウェア」とい

う言葉の記載はない。しかし，電子的に接続されている「距離測定機(１)」，「Ｇ

ＰＳ経緯度測定機(２)」，「時計(３)」，「速度計(４)」，「番号入力装置(５)」，

「コンピュータ(６)」，「プリンタ(７)」を制御するためにソフトウェアが存在す

ることは明らかであり，審決自体も，「本件特許発明の構成要件にソフトウェアが

含まれていることは確かである。」（前記第２の３( )イ(ｲ)）と認定しているとこ3

ろである。そして，このことは，特許請求の範囲の「距離測定機(１)，ＧＰＳ経緯

度測定機(２)，時計(３)，速度計(４)及び番号入力装置(５)から得られた電子情報

をプログラム処理するコンピュータ(６)」，「情報処理されたデータをプログラム

された所定様式の違反キップ(Ｋ)に出力するプリンタ(７)」，「電子的に接続され

て成る違反証拠作成装置(Ｓ)」との記載にその一端が表れているものということが

できる。

ウ 以上によれば，本件特許発明１の「違反証拠作成装置(Ｓ)」が，「距離測定

機(１)」，「ＧＰＳ経緯度測定機(２)」，「時計(３)」，「速度計(４)」，「番号

入力装置(５)」，「コンピュータ(６)」，「プリンタ(７)」から構成されていると

ころ，これらの構成からなる装置に対して，取締りパトロールカー(Ａ)から，前走

車(Ｃ)を利用して，三角測量法により追走車(Ｂ)の速度を測定し，ＧＰＳ経緯度測

定機(２)により取締りパトロールカー(Ａ)の位置を測定し，かつ，測定の時刻を特

定し，このようにして得た追走車(Ｂ)の位置データ，速度データ，時刻データを測

定するとともに，入力した車両登録番号データと併せてプリンタから違反キップと

して打ち出すという機能を果たさせているのは，ソフトウェアであって，そのため

に試作，テストを積み重ねる必要があるのであって，具体化が当業者にとって自明
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なものとはいえない。

エ 念のため，本件明細書について検討すると，発明の詳細な説明には，次の記

載がある。

(ｱ) 従来の技術と発明が解決しようとする課題

ａ 「【従来の技術】高速道路などにおいて，追突事故などの接近し過ぎによる

事故を防止するために，車の速度に応じた前後走行する車間の車間距離の制限がな

されている。しかし，車間距離の制限を越えて前走車に対して追走車が接近し過ぎ

る車間距離不保持による事故が多発している。現在，警察ではその取り締まりによ

り未然に事故防止をはかっているが，その違反事実の証拠を示す手段がなく苦慮し

ている。これまでは，その車間距離保持不足による交通違反の証拠は，車道に表示

されている車線区分線との距離の比較から推定する警察官の目測による距離測定で

得られた数値が用いられている。停止している車間距離の目測さえ正確にはできな

いが，その目測を走行中に行なうことはさらに難しく，その測定誤差も大きくなり，

この得られた数値は客観性を欠く人為的なものと看做され，車間距離保持不足違反

の容疑者に対して説得力のある証拠とはなり得てはいない。違反場所での現行犯逮

捕ではその場で確認することができるが，後にその違反で検挙しても容疑者からそ

の証拠を無視乃至疑問視されてしまい，交通取締まりの実効性を確保することが困

難な実情があった。また，追突などの事故を未然に防止するために必要な実務作業，

即ち数多い自動車の中から車間距離保持不足違反の容疑車両を運転している容疑者

を割り出し，その容疑者の違反の履歴調査，その車両の関係各方面への迅速な注意

通達，その容疑者への連絡や呼出しなども容易ではなかった。」（段落【０００

２】～【０００４】）

ｂ 「【発明が解決しようとする課題】本発明は上記実情に鑑みてなされたもの

で，走行中の取締りパトロ－ルカ－の車中から高い証拠能力のある車間距離不足違

反の違反証拠の作成とその証拠情報の迅速な管理及び利用を行ない，交通違反や接

近追突事故などを未然に防止することのできるように実効性が得られるシステムを
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提供するものである。」（段落【０００５】）

(ｲ) 実施例

ａ 「【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図で以下説明する。先ず，本

発明の車間距離不足違反の違反証拠作成システムについて説明する。本発明のシス

テムは，図１及び図２に示すように，レ－ザ－光線を用いて照射ポイントまでの距

離を計測する一方向（図１に示す）又は同時二方向（図２に示す）の距離測定機１

と，その計測場所の経緯度を測定するＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ Ｐｏｓｉｓｓｏｎｉ

ｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ＝全地球測位システム）経緯度測定機２と，その測定時の時刻

を特定する時計３と，違反車の速度を計測する速度計４と，関係車両の車両登録番

号を入力する番号入力装置５と，前記距離測定機１，ＧＰＳ経緯度測定機２，時計

３，速度計４及び番号入力装置５から得られた電子情報をプログラム処理するコン

ピュ－タ６と，そのコンピュ－タ６で情報処理されたデ－タをプログラムされた所

定様式の違反キップＫ（図６に示す）に出力するプリンタ７とが電子的に接続され

て違反証拠作成装置Ｓが構成される。そしてこの違反証拠作成装置Ｓを取締りパト

ロ－ルカ－Ａに搭載する。」（段落【００２０】）

ｂ 「【実施例１】＜パトロ－ルカ－の照射位置Ｚから追走車Ｂと前走車Ｃを測

定する場合＞パトロ－ル中に，車間距離保持不足容疑車両（追走車Ｂ）を発見した

場合，先ずパトロ－ルカ－運転者がその追走車Ｂ（容疑車両）を追尾し，同乗者が

パトロ－ルカ－Ａの車中からその追走車Ｂの車両登録番号を見て確認し，番号入力

装置５でペン入力又はキ－入力などで入力し，またその時に速度計４で追走車Ｂの

速度を計測確認する。そして，パトロ－ルカ－Ａを容疑の追送車Ｂと平行に走行し

てさらに追い抜き，その追送車Ｂの車体の照射ポイントＹと前走車Ｃの車体の照射

ポイントＸとの間にパトロ－ルカ－Ａを操作して，パトロ－ルカ－Ａに搭載した距

離計測機構１５とＣＣＤカメラ機構１６を組み込んだ同時二方向（図２に示す）の

距離測定機１によりそれらのレ－ザ－照射位置Ｚから二方向同時に距離計測を行な

う。また，それらの距離計測機構１５とＣＣＤカメラ機構１６をそれぞれ追送車Ｂ
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と前走車Ｃの方向に角度を合わせ，また角度計９又は方位計１０でその角度θを一

つのスイッチ操作で同時に計測する。・・・その計測と同時に，ＧＰＳ経緯度測定

機２によりその場所の経緯度位を表示し，コンピュ－タ６内蔵の時計３でその測定

時の時刻を確定し，速度計４で車の速度を計測し，それらのＧＰＳ経緯度測定機２，

前記時計３，前記速度計４から得られた電子情報をコンピュ－タ６で情報処理する。

前記ＧＰＳ経緯度測定機２により測定された経緯度からは，その経緯度に対応する

その道路位置のキロポスト及びその場所の住所を前記コンピュ－タ６に組み込んだ

変換ソフトで転換処理することもできる。」（段落【００３６】～【００４０】）

(ｳ) 発明の効果

「【発明の効果】本発明は以上のようで，走行中のパトロールカーＡ車中から違

反証拠作成装置Ｓにより機械的に正確な距離が測定でき，パトロールカーＡと並走

する車までの距離を数値設定した簡易的な測定方法でも，目視によるものよりも極

めて小さい誤差で正確に車間距離Ｌが測定できる。このため，容疑者への交通違反

の説得力が大幅に改善される。また，目視による曖昧な計測ではなく，距離測定機

１にレ－ザ－照射ポイントをマ－キングした写真に撮影するＣＣＤカメラ機構１６

を備えた形態の場合では，走行車の測定ボイントが明確となり，機械的な測定によ

る客間性のより高い証拠能力が得られるので，訴訟での車間距離保持不足の違反の

証拠として採用されることが可能となった。特に，計測時に同時に作動するパノラ

マ撮影できるＣＣＤカメラ８を有する形態とすれば，違反現場のカメラ画像が証拠

写真となり，これを違反キップＫに添えることによって，容疑者の言逃れを封じる

ことができるようになった。」（段落【００５８】～【００５９】）

オ 上記記載によれば，従来の技術と発明が解決しようとする課題が示され，そ

の実施例があり，奏する効果の記載もあるのであるから，出願人が，特許請求の範

囲記載の発明を，実際に製作し，テストして課題を解決し，所定の機能，効果を果

たすことを確認したことが明らかである。

したがって，本件特許発明は，本件明細書の記載を検討する限り，試作，テスト
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の積み重ねを経て見いだされた技術的思想であると理解される。

カ 本件出願日は平成１０年９月１８日であるが，後記( )ウ認定のとおり，5

【ＣＣ】・【ＢＢ】・【ＡＡ】が協力して作成したコンクール用試作機は，平成１

０年９月４日ころ基本的に完成し，警察における使用目的からすると若干の不都合

があったものの，所定の動作をすることが確認されているのであるが，本件特許発

明は，正に，上記コンクール用試作機の完成の直後に出願されたものである。しか

も，本件明細書（甲１の２）の図面と甲２，３資料とを対比すると，両者は著しく

類似しているところ，被告自身が甲２，３資料に依拠して本件明細書の図面を作成

したことを認めている。

したがって，本件明細書は，平成１０年９月４日ころに基本的に完成したコンク

ール用試作機の成果を基にして作成されたものと認められる。

なお，本件明細書の図面と甲２，３資料とを対比すると，細部に相違があるが，

依拠性，基本的な共通性についての上記認定判断を左右するものではない。

( ) 本件特許発明２～９について3

前記第２の２のとおり，請求項２記載の本件特許発明２は，本件特許発明１と比

較して，「一方向又は同時二方向の距離測定機（１）」が「レーザー光線を用いて

照射ポイントまでの距離を計測する距離計測機構（１５）とそのレーザー照射ポイ

ントをマーキングした写真に撮影するＣＣＤカメラ機構（１６）とを備えた」，

「ＣＣＤカメラ画像データ」の構成が付加されている点で相違するものである。ま

た，本件特許発明３～９は，本件特許発明１又は２を包含する発明である。

したがって，上記( )及び( )の結論は，本件特許発明２～９においても妥当する1 2

ものである。

( ) 被告の主張について4

ア 被告は，プログラム処理は，データの処理手段として本件のようなシステム

には不可欠なものであるが，本件では，プログラムの内容が発明の対象となってい

るものではなく，プログラムが作成されないと発明として完成されないというもの
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ではない旨主張する。

しかし，本件のようなシステムに不可欠なものを欠いているのであれば発明が完

成しているとはいえないのであって，発明として完成させた上で，プログラムの内

容を当該発明の特定事項とするか否かとは次元を異にするものである。そして，本

件において問題となっているのは，本件特許発明の完成時期がいつであるか，そこ

までの過程において【ＣＣ】あるいは【ＤＤ】の創作的な関与があったか否かであ

る。

この点について，被告は，原告が本件に係る装置を作動させるソフトウェアを完

成させたのは，平成１０年１２月以降である旨主張する。

しかし，証拠（乙１６の１，２，乙１７の１～３）によれば，被告が平成１０年

１２月以降に完成したと主張するソフトウェアは，本件出願後にＧＰＳ，ＣＣＤカ

メラも取り付けられて完成した試作機に対応するものであって，同年９月４日ころ

に完成したコンクール用試作機ではないから，被告の上記主張は，前提を誤ってお

り，失当である。

イ 被告は，原告主張の基本的な誤りは，発明とその具体的な実施化とを混同し，

後者への関与をもって発明者であると位置付けていることであり，発明とその実施

化とは次元の異なる問題である旨主張する。

しかし，被告は，本件明細書には，前判示のとおり，本件特許発明が単なる着想

ではなく，試作，テストの積み重ねを経て見いだされた技術的思想であることが記

載されているにもかかわらず，そのうちの着想のみをもって発明とし，実施可能か

どうかの確認作業を発明後の作業にすぎないと主張しているものであって，独自の

見解に基づくものである。被告の主張は，本件明細書が平成１０年９月４日ころに

は基本的に完成したといえるコンクール用試作機の成果を基にして作成されたもの

であるとすると，【ＣＣ】を共同発明者と認めざるを得なくなることから，本件明

細書の記載に反して，実施例を製品化の過程であると結論付けているものであって，

失当である。
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ウ 被告は，本件特許発明において重要なのは，パトカーから先行車までの距離

を測定するだけで，先行車と後続車間の車間距離を算出する三角測量法であり，

【ＢＢ】が最も苦労したところである旨主張する。

しかし，一般に，「三角測量」とは，「精密に測定された基線を基準とし，三角

法を応用して行う測量。」（広辞苑第５版），「地形図などを作成する際，精密に

長さを測った基線と，その他いくつかの測点を設け，それらを結びつけることによ

って多くの三角形の網をつくり，三角法によって計算する測量法。」（大辞林第３

版）などといった意味を有するものであって，これが周知の測量法であることは当

裁判所に顕著である。

本件明細書の【従来の技術】欄に，「停止している車間距離の目測さえ正確には

できないが，その目測を走行中に行なうことはさらに難しく，その測定誤差も大き

くなり，この得られた数値は客観性を欠く人為的なものと看做され，車間距離保持

不足違反の容疑者に対して説得力のある証拠とはなり得てはいない。違反場所での

現行犯逮捕ではその場で確認することができるが，後にその違反で検挙しても容疑

者からその証拠を無視乃至疑問視されてしまい，交通取締まりの実効性を確保する

ことが困難な実情があった。」（段落【０００３】），【発明が解決しようとする

課題】欄に，「本発明は上記実情に鑑みてなされたもので，走行中の取締りパトロ

－ルカ－の車中から高い証拠能力のある車間距離不足違反の違反証拠の作成とその

証拠情報の迅速な管理及び利用を行ない，交通違反や接近追突事故などを未然に防

止することのできるように実効性が得られるシステムを提供するものである。」

（段落【０００５】）と記載されているとおり，本件特許発明においては，車間距

離測定の精度と迅速性を確保することが技術課題であったのであり，それゆえに，

後記( )認定のとおり，平成１０年６月から９月までの長期間を要したのであって，5

単なる三角測量法の問題であったのではない。

( ) 本件特許発明に係る共同開発について5

ア 審決は，前記第２の３( )イ(ｲ)のとおり，「本件特許発明の構成要件にソフ3
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トウェアが含まれていることは確かである。」と認定しつつ，「これらソフトウェ

アが，その構想の段階から請求人において開発されたという証明は，請求人側にお

いてなされておらず」，「請求人の開発したソフトウェアが本件特許発明の必須の

構成要件であるとも必ずしもいえない」と認定し，【ＣＣ】が本件特許発明に係る

開発行為に「創作」的な関与をしたことを否定しているので，本件特許発明に係る

車間距離測定装置の開発の経過及びその前後の事情について検討する。

イ 証拠（甲１の２，甲２～４，６～９，２１，２５～３０，３３，４０～４２，

４４，５１，乙９，原告代表者，被告代表者）及び弁論の全趣旨によれば，次の事

実が認められる。

(ｱ) 栃木県警の高速道路交通警察隊の管理係に所属していた【ＡＡ】は，平成１

０年度の警察装備コンクールに向けて，車両の距離測定器を利用した取締装置の出

品を考えていたが，いまだ着想の段階にとどまっており，これを具体化する必要が

あったので，県警の同僚である【ＥＥ】の紹介で，平成１０年６月初旬ころ，距離

測定器を取り扱っている被告の代表者である【ＢＢ】と会った。【ＢＢ】は，【Ａ

Ａ】から，速度取締りのため装置で，走行中のパトカーから先行車との間の距離を

測定し，その結果を印刷する装置を製作したいとの構想を聞き，そのような装置を

製作するためにはソフトウェアの開発が必要であると考えて，かねて知り合いの

【ＣＣ】に相談した。

(ｲ) 【ＢＢ】と【ＣＣ】は，６月２２日，栃木県警に赴いて【ＡＡ】らと面会し，

再度，【ＡＡ】の考えている距離測定記録器の仕様を尋ね，【ＡＡ】は，先に【Ｂ

Ｂ】に話したのと同様な話をし，これを警察のコンクールに出品したいことも告げ

た。そこで，【ＢＢ】及び【ＣＣ】は，【ＡＡ】と協力して，コンクール出品のた

めの試作機を製作することとなり，【ＣＣ】は，ソフトウェアの開発を担当するこ

ととなった。

(ｳ) ７月初旬の【ＣＣ】・【ＢＢ】・【ＡＡ】の会合で，【ＣＣ】は，適合する

ハードウェアとして松下電器産業製のモバイルパソコンを使用することを提案し，



- 39 -

その採用が決まった。【ＢＢ】は，レーザ距離計を選定し，このレーザ距離計と小

型のプリンタをモバイルパソコンに接続することにした。７月９日，【ＢＢ】は，

測定器メーカからレーザ距離計を借用し，県警・被告・原告・リーグルジャパン社

の四者で高速道路上において測定試験を行った。

(ｴ) ７月下旬の【ＣＣ】・【ＢＢ】・【ＡＡ】の会合で，【ＡＡ】は，取締場所

の特定をキロポスト表(キロポストごとの住所一覧表)で行っていることを説明し，

【ＢＢ】がＧＰＳを利用することを提案した。そこで，【ＣＣ】・【ＢＢ】・【Ａ

Ａ】は，ＧＰＳデータと距離測定とを連動させてモバイルパソコンに取り込むとい

う方向で検討することとなった。時速１００ｋｍで走る車の中でＧＰＳの刻々と変

化する緯度経度をどのようにして瞬時に読み取るか，距離測定と同時にこれを行う

にはどうするかなどといった課題があったが，ＧＰＳ採用の方向で検討することに

なり，【ＢＢ】と【ＣＣ】は，７月３１日，県工業技術センターに赴き，ＧＰＳに

詳しい技術者からＧＰＳの性能や通信機能について説明を受けてきた。

(ｵ) 【ＣＣ】は，８月１日から同月末にかけて，松下電器産業から，開発ツール

ソフト及びモバイルパソコンを購入し，また，ＧＰＳを利用するとすると，モバイ

ルパソコンへの入力のチャンネル数を増やす必要があり，データ連結装置の開発も

必要であったので，知り合いのロングワードの【ＤＤ】に協力を要請し，ハードウ

ェア及びソフトウェアの面から検討して，９月初めころまでに，コンクール用距離

測定装置の試作機を製作した。その間の８月５日ころには，測定距離と日時をプリ

ントアウトするのみの試作機を製作するとともに，距離測定器，モバイルパソコン，

プリンタで構成されたシステム構成図と車間距離算出方法の略図（甲１６添付の図

面）を作成し，この試作機で，高速道路で測定テストを行った。さらに，８月２０

日ころには，距離測定器，ＧＰＳ，データ連結装置，モバイルパソコン，プリンタ

で構成され，位置住所表示用マスタ等の記載されたシステム構成図と車間距離算出

方法の略図（甲２資料）を作成した。

(ｶ) ９月４日までに，【ＣＣ】・【ＢＢ】・【ＡＡ】は，ＧＰＳデータ取込み部
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分を除く車間距離測定装置，すなわち，コンクール用試作機の製作を終わっていた。

ＧＰＳデータ取り込み部分については，【ＣＣ】は，９月初めに，【ＤＤ】にＧＰ

Ｓデータ取込みソフトの作成を依頼し，ＧＰＳ接続のためのＲＳ２３２Ｃ／２ｃｈ

カードをメーカーに発注していた。これに前後して，【ＣＣ】・【ＢＢ】は，「第

１１回栃木県警察装備資機材開発改善コンクール出品説明書」（甲３資料）を作成

したが，その本文は【ＢＢ】が作成し，図面は【ＣＣ】が甲２資料を基礎として作

成したものであり，その第４図では，距離測定器，ＧＰＳ，データ連結装置，モバ

イルパソコン，プリンタで構成されているが，原理試作時の構成としてノートパソ

コンを掲げ，また，ＧＰＳを連動させることを明確にするなどしたシステム構成図

と車間距離算出方法の略図（甲３資料）であった。

(ｷ) 【ＣＣ】・【ＢＢ】は，９月４日，【ＡＡ】に同行して警察庁に赴き，持参

したコンクール用試作機について説明をしたところ，警察庁の担当者から，①どこ

の距離を測定したかが不明である，②後続車(被疑車両)の位置が不明であるとの２

点で証拠能力に欠けるとの指摘を受けた。この対策としてＣＣＤカメラと赤外線セ

ンサーを採用することになり，【ＣＣ】は，９月６日，【ＤＤ】に対し，カメラの

データ取得ソフト，ＧＰＳデータ取込みプログラム及びレーザ照射ポイントをソフ

トウェアによる写真へのマーキングで行うモジュール開発を依頼し，モジュールプ

ログラムは同月２７日に完成した。

(ｸ) 栃木県警は，９月１７日のコンクールへの出品で試作機が大きな反響を呼ん

だので，平成１１年度のコンクールに向けて本格的に装置開発に乗り出すこととな

り，１０月中旬までに，コンクール用試作機を捜査用の機器として完成させるため

にプロジェクトチームを結成し，完成機を完成させるに至った。平成１１年秋のコ

ンクールで，完成機は警察庁長官賞を受賞した。完成機は，「ホーク・アイ」の名

称で商品化が進められ，平成１２年度の科学技術庁長官賞を受賞した。

(ｹ) 被告は，９月１８日に【ＢＢ】・【ＡＡ】を発明者とする本件出願をしたほ

か，１２月１４日には，本件特許発明に関連して【ＢＢ】・【ＡＡ】を発明者とす
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る特許出願（特願平１０－３７５４４０）をし，平成１２年１２月２９日には，

【ＢＢ】・【ＦＦ】を発明者とする特許出願（特願２０００－４０５００５）をし

た。

ウ 上記認定の事実によれば，【ＡＡ】の発案に係り，これに【ＣＣ】・【Ｂ

Ｂ】が協力して製作したコンクール用試作機は，既存の距離測定機，ＧＰＳ，デー

タ連結装置，モバイルパソコン，プリンタ等から構成されるものであり，開発の中

心は各機器の接続関連のハード面と全体の機能を制御するソフト面の開発にあった

こと，平成１０年９月４日の時点で，甲３資料に記載されているとおり理論上のモ

デルは完成しており，コンクール用試作機はＧＰＳの組込み部分を除いて基本的に

完成しており，しかも，その部分は発注済みであり，９月２７日ころに最終的に完

成したことが認められる。

そうすると，本件特許発明１に係る試作は，平成１０年９月４日ころの時点で基

本的に完了していたものというべきである。なお，本件特許発明２は，ＣＣＤカメ

ラ等を組み込んでいる点で本件特許発明１と異なるが，それ以外の点では，本件特

許発明１と同様であり，本件特許発明１又は２を包含する本件特許発明３～９も同

様である。

前記のとおり，本件特許発明が「技術的思想の創作」といい得るためには，単な

る着想にとどまらず，試作あるいはテストを積み重ねて課題を解決し，着想を具体

化していなければならないものであるところ，上記のとおり，【ＣＣ】・【ＢＢ】

・【ＡＡ】が協力して，６月から９月までの約３か月間に，試作機の製作，その改

良を重ね，テストを行って，本件出願日前の９月４日までに試作機を基本的に完成

させているのであるから，本件特許発明１に係る創作に関与したのは，【ＣＣ】・

【ＢＢ】・【ＡＡ】の３名である。

エ 被告の主張について

(ｱ) 被告は，【ＢＢ】が本件特許発明を開発することとなったのは，平成１０年

６月９日，以前から親交のあった栃木県警の【ＥＥ】から電話で測量技術で高速走
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行中のパトカーから先行車両までの距離を測定し，その証拠を残す方法について尋

ねられたのが契機であり，６月２２日の三者会談の際には，【ＢＢ】は本件特許発

明の基本構想を完成させていたのであり，【ＡＡ】から相談も説明も受けたことは

ない旨主張し，【ＢＢ】は被告代表者尋問においても，この趣旨に添った供述をし

ている。

しかし，上記ア認定のとおり，本件特許発明１の発案者で，一貫して栃木県警に

おけるコンクール用試作機の開発に当たっていたのは，【ＡＡ】であって，【Ｅ

Ｅ】は，単に【ＢＢ】を【ＡＡ】に紹介しただけである。【ＢＢ】自身，宇都宮地

裁の訴訟で提出した平成１８年６月２０日付け陳述書（甲８）において，「発案者

の栃木県警高速隊【ＡＡ】氏と会い，開発に必要な技術的条件を聞き取って，私が

検討した結果，開発可能であるとの結論をお伝えしました。」と述べており，本件

特許発明の着想を【ＡＡ】から聞いたことを認めているのである。

(ｲ) 被告は，本件特許発明を【ＣＣ】と共同開発したことを否認し，ソフトウェ

アの開発を依頼したにすぎない旨主張する。

しかし，前記のとおり，本件特許発明は，既存の機器を利用しているのであって，

開発の中心は各機器の接続関連のハード面と全体の機能を制御するソフト面の開発

にあり，この中心的な開発作業を行ったのが【ＣＣ】であったから，【ＣＣ】が本

件特許発明の共同開発者であることは明らかである。被告の主張は，単なる着想が

発明に当たるという独自の見解を前提とするものであり，失当である。

(ｳ) 被告は，甲２資料は，基本的には６月２２日三者会談の際，【ＢＢ】が机上

でメモ書きして説明したものを原告がまとめたものであり，そこに示された構想も

【ＢＢ】の発案に係るものである旨主張する。

被告は，甲２資料の三角測量による測定方式の図が【ＢＢ】の創案によることを

根拠として上記主張をしているものと考えられる。しかし，前記( )ウのとおり，4

三角測量による測定方式は周知の測量法であり，【ＢＢ】の創案を待つまでもない

事柄である。【ＢＢ】がＧＰＳの採用を提案したことは事実であるが，甲２資料は，
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単なる着想ではなく，距離測定器，ＧＰＳ，データ連結器，コンピュータ，プリン

タの接続関連のハード面と全体の機能を制御するソフト面の開発の具体的な方向付

けを示しているものであり，甲２資料に記載されている構想をもって，【ＢＢ】の

みの発案に係るものであるとはいえない。

(ｴ) 被告は，６月２２日の三者会談の際には，【ＢＢ】は本件特許発明の基本的

構想を完成させており，この時点で本件特許発明は完成していた旨主張する。

しかし，前記のとおり，平成１０年９月初めのコンクール用試作機の製作までに，

多くの試作，テストが積み重ねられ，その結果，コンクール用試作機が基本的に完

成し，それを基に本件明細書が作成されたのであり，被告の主張は失当である。

(ｵ) 被告は，データをプログラム処理することも要素になっており，実施化する

過程で具体的なプログラムを作成したのは原告であるが，プログラム処理すること

自体は【ＢＢ】の発案であると主張する。

被告主張の「実施化」の意味が必ずしも明確ではないが，一般に，着想，試作，

商品化という順序で進んでいく技術開発における商品化のことをいおうとしている

ものと思われる。しかし，前記のとおり，本件特許発明は，着想，試作を経て完成

し，その後，商品化を進めているのであり，被告の上記主張は，試作の段階を無視

して論じている点で，失当である。そして，【ＣＣ】が，試作段階の当初から開発

に関与していたことは，前述したとおりである。

なお，被告が前記宇都宮地裁の訴訟で提出した陳述書（甲８）には，「製品化す

るには，コンピュータでデータ処理するソフトが必要となるので，異業種活動で知

り合ったパルシステム代表の【ＣＣ】氏に製品化に向けた共同開発を持ちかけたと

ころ，【ＣＣ】氏も是非やりたいとのことで，両社の役割分担を決め，製品化に向

けて共同開発をはじめました。」（４頁３行～７行）との記載があるが，上記陳述

書にいう「製品化」の主張は，上記の「実施化」の主張と同様であって，採用の限

りでない。

また，同陳述書には，「この特許はこの車間距離取締装置に関する基本技術につ
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いてのものであり，パルシステムが自社も発明したと主張する技術は一切入ってお

りません」（４頁１７行～１９行）との記載もあり，被告の主張を端的に述べてい

るものであるが，誤りであることは，前述したとおりである。

(ｶ) その外にも被告はるる主張するが，前記ア認定の事実に反する被告の主張は

採用の限りでなく，また，【ＢＢ】の被告代表者尋問の結果及び同人の陳述書も信

用することができない。

( ) 以上によれば，本件特許発明は，【ＣＣ】・【ＢＢ】・【ＡＡ】の共同発明6

であり，本件出願は，被告が【ＢＢ】・【ＡＡ】のみを発明者とし，【ＣＣ】を除

外してした出願であるから，本件特許はすべての請求項につき無効というほかなく，

すべての請求項につき無効審判請求不成立とした審決は，全部につき誤りであり，

取消しを免れない。

３ 以上のとおり，原告主張の取消事由１は理由があるから，その余の点につい

て判断するまでもなく，原告の請求は理由があるから認容し，主文のとおり判決す

る。

知的財産高等裁判所第１部

裁判長裁判官 塚 原 朋 一

裁判官 宍 戸 充

裁判官 柴 田 義 明


